




これは，量が質に転化するという法則を表しているとも言えるだろう。

一方，XMLはより直接的に知識の質的転換をもたらす技術である。1998年２月にW3C

（World Wide Web Consortium）の勧告が出てデファクトスタンダードとなった XMLは，

わずかの間にインターネットの重要な要素技術として，大いに注目を集めるようになった。

これは，インターネット／イントラネットの中核技術である HTMLの限界への反省に根

付くものである。従来の HTML文書は，人間にのみ理解できるテキストであり，コンピ

ュータにはデータとして処理することができなかった。

それに対して XMLは，任意に拡張できるタグにより「データとしての意味を付与され

たテキスト」であり，テキストとデータの性質を兼ね備え，人間にもコンピュータにも読

む（理解し処理する）ことが可能である。XMLは，コンピュータと人間との共通言語と

してドキュメント操作や情報交換を根底から効率化するとともに，異なるアプリケーショ

ン・プラットフォームの間の共通言語としてコンピュータネットワークのあり方を大きく

変え，ナレッジ・マネジメントの可能性をダイナミックに広げることとなった。既に米国

では，多様な業種で応用され，企業戦略の重要な柱となりつつある。

Ⅲ　ま　と　め

ナレッジとは原則，人の頭や体の中で浮かんだイメージから出発するものであり，それ

がナレッジ・マネジメントの原点であった。そこには，コンピュータのソフトウェアがナ

レッジを創造するという発想は入っていなかった。

一方，ビジネス・インテリジェンス・コンピューティングの基礎である AI（Artificial
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Intelligence）は，コンピュータによるナレッジの発見や創造とそれによる人の支援を対

象としている。

ナレッジ・マネジメントをさらに有効活用するためには，図６の第四象限を中心として，

ビジネス・インテリジェンス・コンピューティングを“てこ”とすることが必要となりつ

つある。そのためには，コンピュータにも人間にも理解でき，両者ともに知識変換や知識

創造ができるような技術が必要である。ナレッジ・マネジメントが，人のノウハウとコン

ピュータ上の情報・知識をともにカバーするものである以上，これは避けて通れないと考

えられる。

そのようなナレッジ・マネジメント ITの見地から言えば，XMLは表出化（形式化）と

連結化（体系化）をともに満たしており，形式知としての要件を備えていることになる。

XMLにより，テキストに対して様々な知的情報処理を適用しやすくなり，各種ナレッジ

・マネジメント ITを従来以上に効率的に利用する道が開け，ナレッジ・マネジメントに

強力な基盤が提供できる。実際，XMLがW3C勧告となった1998年が，ナレッジ・マネジ

メントがブームとなった年でもあるということは，HTMLベースの技術の限界を超える

ニーズが時を同じくして熟していったという風に考えると，決して偶然の一致ではない。

KMは，このようなビジネス・インテリジェンス・コンピューティングの大きなうねり

の一環であり，知的情報技術は必然的にオフィスワークのあり方，人材・組織のマネジメ

ントに変革を迫るだろう。KMを考えていく上では，MT×ITという視点から，次にコモ

ディティ化する知的情報技術は何か，そしてそれが人材・組織のマネジメントに与えるイ

ンパクトは何かという視点を，問いつづけていく姿勢が不可欠である。
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――名　称――

第１条 本会は，日本ナレッジ・マネジメント

学会と称する。

――目　的――

第２条 本会は，ナレッジ・マネジメントの研

究およびその向上発展をはかることを目

的とする。

――事　業――

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，

次の事業を行う。

a 年次大会の開催

s 部会の開催

d 年報とその他の刊行物の発行

f ナレッジ・マネジメントに関する

意見の表明

g 内外の関連学会および団体との交

流

h その他の本会の目的を達成するた

め必要とする事業

――会　員――

第４条 本会の会員は，ナレッジ・マネジメン

トの研究を志す者をもって個人会員とす

る。

２．本会の目的，事業に賛同する者を

もって法人会員とする。

――入　会――

第５条 本会に入会を希望する者は，会員の推

薦を得て，本会に申し込まなければなら

ない。
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２．前項の入会の決定は理事会におい

て行う。

３．入会を認められた者は，入会金お

よび当該年度の会費を納入すること

によって会員とする。

――会　費――

第６条 会員は毎年３月31日までに会費を納入

しなければならない。

２．入会金および会費の額は，会員総

会において決定する。

――退　会――

第７条 退会を希望する会員は，書面をもって，

前事業年度末までに本会に通知しなけれ

ばならない。

２．理事会は長期にわたり会費を滞納

した場合などには，別に定める基準

に従って会員を退会させることがで

きる。

――除　名――

第８条 会員が，本会の名誉を汚す行為をした

とき，理事会は，会員総会の議を経て，

除名することができる。

――役　員――

第９条　本会に次の役員を置く。

a 評議員会議長　　　１名

s 評議員　　　35名以内

d 会長　　　　１名

f 副会長　　　２名以内

g 理事長　　　１名

日本ナレッジ・マネジメント学会会則

（1998年１月１日制定）



h 副理事長　　１名

j 専務理事　　１名

k 理事　　　　35名以内

l 監事　　　　２名以内

¡0 幹事　　　　若干名

２．評議員会議長は評議員の中から互

選する。

３．会長，副会長，理事長，副理事長

および専務理事は理事の中から互選

する。

――役員の選任――

第10条 理事および監事は，常務理事会におい

て選考し，総会において選任する。

２．幹事は，会員の中から，常任理事

会の承認を経て理事長が委嘱する。

――役員の任期――

第11条 役員の任期は３年とし，再任を妨げな

い。

２．補充選任された役員の任期は，前

任者の残任期間とする。

――役員の職務――

第12条 会長は，本会を代表し，会長事故ある

ときは副会長が代行する。

２．理事長は会務を統括する。

３．副理事長は理事長を補佐し，理事

長事故あるときは代行する。

４．専務理事は，会務を処理する。

５．理事は，本会の運営について審議

する。

６．監事は，本会の業務および会計を

監査し，その意見を総会において報

告しなければならない。

７．幹事は，本会の会務につき理事長
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の業務を補佐する。

――顧　問――

第13条　本会に顧問を置くことができる。

２．顧問は，理事会の推薦により，総

会の承認を経て会長が委嘱する。

３．顧問は理事会に出席して意見を述

べることができる。

――会議の種類――

第14条 会議は，総会，評議員会，理事会，お

よび常任理事会とする。

――評議員会――

第15条 評議員は総会の議を経て会長が委嘱す

る。

２．評議員は評議員会を構成し，理事

会の決議を経て理事長から諮問され

た事項を審議する。

――総　会――

第16条 総会は，定時総会および臨時総会とす

る。

２．定時総会は，毎事業年度１回，第

３条第１号に定める年次大会のとき

に，臨時総会は必要あるとき，理事

会の議を経て会長が招集する。

３．理事会が必要と認めたとき，また

は会員総数の３分の２以上の請求が

あったときは，会長は臨時総会を招

集しなければならない。

４．総会を開催するときは，少なくと

も開催日の２週間前までに，会員に

通知しなければならない。

５．総会の議長は，会長が務める。

６．総会の議決は，出席した会員の過

半数の同意をもってし，可否同数の



ときは議長の決するところによる。

７．総会の議事録は，議長が作成し，

議長および出席した理事２名が署名

捺印しなければならない。

――総会の決議事項――

第17条 つぎに掲げる事項は，総会の議決を経

なければならない。

a 会則の変更

s 評議員の選任

d 会費および入会金の額

f 年度事業計画および収支予算

g 年度事業報告および収支決算

h その他理事会において必要と認め

た事項

――理事会・常任理事会の構成――

第18条 理事会は，理事をもって構成し，理事

長がこれを招集する。

２．常任理事会は，会長，理事長およ

び専務理事をもって構成し，必要に

応じ理事長がこれを招集する。

３．理事会および常任理事会の議長は

理事長とする。

――理事会の議決事項――

第19条 つぎに掲げる事項は，理事会の議決を

経なければならない。

a 規定の制定または改廃

s 会員の入会および退会

d その他本会の運営上重要な事項

２．理事会の議決は，出席者の過半数

の同意をもって行う。

――常任理事会の職務――

第20条 常任理事会が，会務の運営上の緊急事

項を決定したときは，理事会の議決があ
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ったものとみなす。

――研究会および委員会――

第21条 本会は，第３条に規定する事業の円滑

な運営を図るため，必要と認められる研

究会および委員会を置くことができる。

――会　計――

第22条 本会の経費は入会金，会費，寄付金お

よび雑収入をもって充てる。

２．寄付金は常任理事の承認を経て受

理する。

――会計年度――

第23条 本会の会計年度は毎年１月１日に始ま

り，翌年12月31日に終わる。

――本会の解散――

第24条 本会の解散は，理事会または会員20名

以上の提案により，総会において，会員

の過半数が出席し，その３分の２以上の

同意を得なければならない。

――附　則――

１．この会則は1998年１月１日より実施する。

２．本会の事務所の所在地は

東京都中央区日本橋室町３丁目１番10号

とする。
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「ナレッジ・マネジメント研究年報」投稿規定

Ⅰ　掲 載 論 文

１．投稿論文は，原則として日本ナレッジ・マネジメント学会の会員が本年度の年次大会ある

いは研究会において発表した未公刊論文とする。

２．編集委員会が，必要に応じて会員及び非会員に依頼した論文は，第１項の限りではない。

Ⅱ　執 筆 要 領

１．執筆枚数：200字詰原稿用紙50枚程度を目安とする。図表は原稿枚数内に含めて計算す

る。

２．表 記 法：・平易な口語体で記す。

・本文の見出しは，大見出しⅠⅡ，中見出し１２，小見出しas，とする。

・図表は，図１，表１というように表記する。

・数字は原則としてアラビア数字によるものとする。

・その他必要事項は，編集委員会の指示に従うものとする。

３．校　　正：校正は再校までとする。

Ⅲ　投稿方法・問い合わせ

１．投稿原稿は，「執筆要領」に従うものとする。

２．投稿論文には，氏名，所属，投稿日付，キーワード（10語以内）を明記する。

３．最初に英文（300字～600字）で提出論文の要旨を明記し，論文タイトル，氏名，所属も

英文で添付する。

４．提出論文には，原則としてフロッピーディスクを添付し，論文名と機種名を明記する。

５．投稿の締切は，1999年12月末日必着とする。なお，投稿された原稿は原則として返却し

ない。

６．投稿論文の郵送先，投稿についての問い合わせ先は以下のとおりとする。

日本ナレッジ・マネジメント学会　事務局

「ナレッジ・マネジメント研究年報」係

〒103_0022 東京都中央区日本橋室町 3_1_10 田中ビル４F

㈱日本ビジネスソリューション内

Tel 03_3270_0020 Fax 03_3270_0056



――名　称――

第１条 本会は，日本ナレッジ・マネジメント

学会と称する。

――目　的――

第２条 本会は，ナレッジ・マネジメントの研

究およびその向上発展をはかることを目

的とする。

――事　業――

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，

次の事業を行う。

a 年次大会の開催

s 部会の開催

d 年報とその他の刊行物の発行

f ナレッジ・マネジメントに関する

意見の表明

g 内外の関連学会および団体との交

流

h その他の本会の目的を達成するた

め必要とする事業

――会　員――

第４条 本会の会員は，ナレッジ・マネジメン

トの研究を志す者をもって個人会員とす

る。

２．本会の目的，事業に賛同する者を

もって法人会員とする。

――入　会――

第５条 本会に入会を希望する者は，会員の推

薦を得て，本会に申し込まなければなら

ない。
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２．前項の入会の決定は理事会におい

て行う。

３．入会を認められた者は，入会金お

よび当該年度の会費を納入すること

によって会員とする。

――会　費――

第６条 会員は毎年３月31日までに会費を納入

しなければならない。

２．入会金および会費の額は，会員総

会において決定する。

――退　会――

第７条 退会を希望する会員は，書面をもって，

前事業年度末までに本会に通知しなけれ

ばならない。

２．理事会は長期にわたり会費を滞納

した場合などには，別に定める基準

に従って会員を退会させることがで

きる。

――除　名――

第８条 会員が，本会の名誉を汚す行為をした

とき，理事会は，会員総会の議を経て，

除名することができる。

――役　員――

第９条　本会に次の役員を置く。

a 評議員会議長　　　１名

s 評議員　　　35名以内

d 会長　　　　１名

f 副会長　　　２名以内

g 理事長　　　１名
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h 副理事長　　１名

j 専務理事　　１名

k 理事　　　　35名以内

l 監事　　　　２名以内

¡0 幹事　　　　若干名

２．評議員会議長は評議員の中から互

選する。

３．会長，副会長，理事長，副理事長

および専務理事は理事の中から互選

する。

――役員の選任――

第10条 理事および監事は，常務理事会におい

て選考し，総会において選任する。

２．幹事は，会員の中から，常任理事

会の承認を経て理事長が委嘱する。

――役員の任期――

第11条 役員の任期は３年とし，再任を妨げな

い。

２．補充選任された役員の任期は，前

任者の残任期間とする。

――役員の職務――

第12条 会長は，本会を代表し，会長事故ある

ときは副会長が代行する。

２．理事長は会務を統括する。

３．副理事長は理事長を補佐し，理事

長事故あるときは代行する。

４．専務理事は，会務を処理する。

５．理事は，本会の運営について審議

する。

６．監事は，本会の業務および会計を

監査し，その意見を総会において報

告しなければならない。

７．幹事は，本会の会務につき理事長
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の業務を補佐する。

――顧　問――

第13条　本会に顧問を置くことができる。

２．顧問は，理事会の推薦により，総

会の承認を経て会長が委嘱する。

３．顧問は理事会に出席して意見を述

べることができる。

――会議の種類――

第14条 会議は，総会，評議員会，理事会，お

よび常任理事会とする。

――評議員会――

第15条 評議員は総会の議を経て会長が委嘱す

る。

２．評議員は評議員会を構成し，理事

会の決議を経て理事長から諮問され

た事項を審議する。

――総　会――

第16条 総会は，定時総会および臨時総会とす

る。

２．定時総会は，毎事業年度１回，第

３条第１号に定める年次大会のとき

に，臨時総会は必要あるとき，理事

会の議を経て会長が招集する。

３．理事会が必要と認めたとき，また

は会員総数の３分の２以上の請求が

あったときは，会長は臨時総会を招

集しなければならない。

４．総会を開催するときは，少なくと

も開催日の２週間前までに，会員に

通知しなければならない。

５．総会の議長は，会長が務める。

６．総会の議決は，出席した会員の過

半数の同意をもってし，可否同数の



ときは議長の決するところによる。

７．総会の議事録は，議長が作成し，

議長および出席した理事２名が署名

捺印しなければならない。

――総会の決議事項――

第17条 つぎに掲げる事項は，総会の議決を経

なければならない。

a 会則の変更

s 評議員の選任

d 会費および入会金の額

f 年度事業計画および収支予算

g 年度事業報告および収支決算

h その他理事会において必要と認め

た事項

――理事会・常任理事会の構成――

第18条 理事会は，理事をもって構成し，理事

長がこれを招集する。

２．常任理事会は，会長，理事長およ

び専務理事をもって構成し，必要に

応じ理事長がこれを招集する。

３．理事会および常任理事会の議長は

理事長とする。

――理事会の議決事項――

第19条 つぎに掲げる事項は，理事会の議決を

経なければならない。

a 規定の制定または改廃

s 会員の入会および退会

d その他本会の運営上重要な事項

２．理事会の議決は，出席者の過半数

の同意をもって行う。

――常任理事会の職務――

第20条 常任理事会が，会務の運営上の緊急事

項を決定したときは，理事会の議決があ
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ったものとみなす。

――研究会および委員会――

第21条 本会は，第３条に規定する事業の円滑

な運営を図るため，必要と認められる研

究会および委員会を置くことができる。

――会　計――

第22条 本会の経費は入会金，会費，寄付金お

よび雑収入をもって充てる。

２．寄付金は常任理事の承認を経て受

理する。

――会計年度――

第23条 本会の会計年度は毎年１月１日に始ま

り，翌年12月31日に終わる。

――本会の解散――

第24条 本会の解散は，理事会または会員20名

以上の提案により，総会において，会員

の過半数が出席し，その３分の２以上の

同意を得なければならない。

――附　則――

１．この会則は1998年１月１日より実施する。

２．本会の事務所の所在地は

東京都中央区日本橋室町３丁目１番10号

とする。
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「ナレッジ・マネジメント研究年報」投稿規定

Ⅰ　掲 載 論 文

１．投稿論文は，原則として日本ナレッジ・マネジメント学会の会員が本年度の年次大会ある

いは研究会において発表した未公刊論文とする。

２．編集委員会が，必要に応じて会員及び非会員に依頼した論文は，第１項の限りではない。

Ⅱ　執 筆 要 領

１．執筆枚数：200字詰原稿用紙50枚程度を目安とする。図表は原稿枚数内に含めて計算す

る。

２．表 記 法：・平易な口語体で記す。

・本文の見出しは，大見出しⅠⅡ，中見出し１２，小見出しas，とする。

・図表は，図１，表１というように表記する。

・数字は原則としてアラビア数字によるものとする。

・その他必要事項は，編集委員会の指示に従うものとする。

３．校　　正：校正は再校までとする。

Ⅲ　投稿方法・問い合わせ

１．投稿原稿は，「執筆要領」に従うものとする。

２．投稿論文には，氏名，所属，投稿日付，キーワード（10語以内）を明記する。

３．最初に英文（300字～600字）で提出論文の要旨を明記し，論文タイトル，氏名，所属も

英文で添付する。

４．提出論文には，原則としてフロッピーディスクを添付し，論文名と機種名を明記する。

５．投稿の締切は，1999年12月末日必着とする。なお，投稿された原稿は原則として返却し

ない。

６．投稿論文の郵送先，投稿についての問い合わせ先は以下のとおりとする。

日本ナレッジ・マネジメント学会　事務局

「ナレッジ・マネジメント研究年報」係

〒103_0022 東京都中央区日本橋室町 3_1_10 田中ビル４F

㈱日本ビジネスソリューション内

Tel 03_3270_0020 Fax 03_3270_0056



ナレッジ・マネジメント研究年報 第２号

編 集 後 記

『ナレッジ・マネジメント研究年報』第２号を会員および読者の方々にお届けできるようになり

ました。

日本ナレッジ・マネジメント学会の設立趣意書が配布された頃はまだ「ナレッジとは何」という

質問が出されたほどでしたが，数年するかしないうちに，ナレッジという専門用語は広く知られる

ようになりました。それとともに，日本ナレッジ・マネジメント学会の会員数も増加を続けていま

す。

この背景には，ナレッジ・マネジメントが新しい管理手法として注目されていることがあります。

『ナレッジ・マネジメント研究年報』は，このような関心の高まりに応えるべく，理論と実践の両

面から考え方や技法を考察した論文を掲載することを目的にしています。第２号には，ナレッジ・

マネジメントに関する第一線の研究者の論文が投稿されています。ぜひ，ご一読の上ご意見をお寄

せいただきたいと存じます。

刊行にあたり，関係者に御礼申し上げるとともに，今後とも皆様からの厚いご支援をお願い申し

上げます。

（編集責任　石崎忠司）

2000 年６月 30 日　発行

日本ナレッジ・マネジメント学会
〒103_0222

東京都中央区日本橋室町 3_1_10 田中ビル4F

Tel.03_3270_0020 Fax.03_3270_0056
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